
初
等
中
等
教
育
分
科
会
教
員
養
成
部
会
運
営
規
則
（
案
）

平
成
十
七
年

月

日

教

員

養

成

部

会

決

定

中
央
教
育
審
議
会
運
営
規
則
（
平
成
十
七
年
二
月
十
五
日
中
央
教
育
審
議
会
決
定
）
第
四
条
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
初

等
中
等
教
育
分
科
会
教
員
養
成
部
会
運
営
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

（
趣
旨
）

第
一
条

初
等
中
等
教
育
分
科
会
教
員
養
成
部
会
（
以
下
「
部
会
」
と
い
う
。
）
の
議
事
の
手
続
そ
の
他
部
会
の
運
営
に
関
し

必
要
な
事
項
は
、
中
央
教
育
審
議
会
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
二
百
八
十
号
）
、
中
央
教
育
審
議
会
運
営
規
則
及
び
初
等
中

等
教
育
分
科
会
運
営
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
課
程
認
定
委
員
会
）

第
二
条

部
会
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
分
担
さ
せ
る
た
め
、
課
程
認
定
委
員
会
（
以
下
「
委
員
会
」
と
い
う
。
）
を
置
く
。

一

教
員
免
許
状
の
授
与
の
所
要
資
格
を
得
さ
せ
る
た
め
に
適
当
と
認
め
る
大
学
等
の
課
程
の
認
定
（
以
下
「
課
程
認
定
」

と
い
う
。
）
の
審
査
に
関
す
る
事
項
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二

課
程
認
定
を
受
け
た
大
学
等
へ
の
実
地
視
察
に
関
す
る
事
項

三

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
課
程
認
定
を
受
け
た
大
学
等
の
課
程
の
水
準
の
維
持
及
び
向
上
に
関
す
る
事
項

２

委
員
会
に
属
す
べ
き
委
員
、
臨
時
委
員
及
び
専
門
委
員
は
、
部
会
長
が
指
名
す
る
。

３

委
員
会
に
主
査
を
置
き
、
当
該
委
員
会
に
属
す
る
委
員
及
び
臨
時
委
員
の
互
選
に
よ
り
選
任
す
る
。

４

主
査
は
、
当
該
委
員
会
の
事
務
を
掌
理
す
る
。

５

主
査
に
事
故
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
委
員
会
に
属
す
る
委
員
及
び
臨
時
委
員
の
う
ち
か
ら
主
査
が
あ
ら
か
じ
め
指
名
す
る

者
が
、
そ
の
職
務
を
代
理
す
る
。

（
委
員
会
の
議
事
及
び
議
決
）

第
三
条

委
員
会
は
、
当
該
委
員
会
に
属
す
る
委
員
及
び
臨
時
委
員
の
過
半
数
が
出
席
し
な
け
れ
ば
、
会
議
を
開
き
議
決
す
る

こ
と
が
で
き
な
い
。

２

委
員
会
の
議
事
は
、
出
席
し
た
当
該
委
員
会
に
属
す
る
委
員
及
び
臨
時
委
員
の
過
半
数
で
決
し
、
可
否
同
数
の
時
は
、
主

査
の
決
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

３

委
員
会
が
議
決
し
た
と
き
は
、
主
査
は
、
当
該
議
事
の
経
過
及
び
結
果
を
次
の
部
会
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。



（
会
議
の
公
開
）

第
四
条

部
会
（
課
程
認
定
委
員
会
そ
の
他
の
部
会
の
決
定
に
よ
り
設
置
さ
れ
た
審
議
組
織
を
含
む
。
）
の
会
議
は
、
公
開
し

て
行
う
。
た
だ
し
、
課
程
認
定
の
審
査
に
関
す
る
事
項
を
調
査
審
議
す
る
と
き
そ
の
他
特
別
の
事
情
に
よ
り
部
会
が
必
要
と

認
め
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

第
五
条

部
会
の
会
議
の
公
開
の
手
続
そ
の
他
部
会
の
会
議
の
公
開
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
別
に
部
会
長
が
部
会
に
諮
っ
て

定
め
る
。

（
雑
則
）

第
六
条

こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
部
会
の
議
事
の
手
続
そ
の
他
部
会
の
運
営
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
部
会
長
が

部
会
に
諮
っ
て
定
め
る
。

附

則
こ
の
規
則
は
、
部
会
の
決
定
の
日
（
平
成
十
七
年

月

日
）
か
ら
施
行
す
る
。
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